
様式５－１

第２２９回 長崎県私立学校審議会会議結果

１．日 時

平成１８年８月１１日（金）１４時００分～１５時３０分

２．場 所

出島交流会館 ２階研修室

３．出 席 者

米津会長、安部副会長、竹本委員、船橋委員、満井委員、栗山委員、服部委員、

松下委員、古賀委員、吉田委員

４．議題

（１）私立高等学校の学科の廃止

長崎女子高等学校 商業科

（２）私立高等学校の学科の設置

佐世保実業高等学校 普通科

（３）私立高等学校の収容定員に係る学則変更

①活水高等学校、②長崎女子高等学校、

③玉木女子高等学校、④長崎女子商業高等学校

⑤純心女子高等学校、⑥長崎総合科学大学附属高等学校

⑦聖和女子学院高等学校、⑧佐世保実業高等学校

⑨長崎日本大学高等学校、⑩向陽高等学校

（４）私立中学校の収容定員に係る学則変更

①活水中学校、②純心中学校

（５）私立専修学校の設置

①メトロコンピュータカレッジ

（６）私立専修学校の設置とそれに伴う私立各種学校の廃止

①佐世保美容専門学校の設置

②佐世保高等美容学校の廃止

（７）私立専修学校の目的変更

①専修学校日本福祉整体学院



（８）私立各種学校の廃止及び学校法人の解散

①佐世保高等予備校の廃止

②学校法人光葉学園の解散

５．会議結果

（１）私立高等学校の学科の廃止

事務局から廃止の理由を説明し、承認された。

（２）私立高等学校の学科の設置

事務局から設置の目的、概要等を説明し、承認された。

（３）私立高等学校の収容定員に係る学則変更

事務局から定員変更内容を説明し、全校とも承認された。

（４）私立中学校の収容定員に係る学則変更

事務局から定員変更内容を説明し、二校とも承認された。

（５）私立専修学校の設置

事務局から設置の目的、学校の概要等を説明し、承認された。

（６）私立専修学校の設置とそれに伴う私立各種学校の廃止

事務局から専修学校の設置の目的、学校の概要等並びに各種学校の廃止の理

由を説明し、承認された。

（７）私立専修学校の目的変更

事務局から目的変更の理由、変更の内容等を説明し、承認された。

（８）私立各種学校の廃止及び学校法人の解散

事務局から各種学校の廃止の理由、学校法人の解散理由等を説明し、承認さ

れた。


